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マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則の 

一部を改正する省令の公布について 

 

 

 マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則が下記のとおり改正されることと

なりましたので、お知らせいたします。 

 

１．背景 

マンションの管理の適正化の推進に関する法律（平成１２年法律第１４９号）第６３条

等においては、管理業務主任者は、マンションの区分所有者等に管理業務主任者証を提示

しなければならないとされている。管理業務主任者証の記載事項については、マンション

の管理の適正化の推進に関する法律施行規則（平成１３年国土交通省令第１１０号。以下

「規則」という。）第７４条第１項において、管理業務主任者の住所、登録番号、登録年

月日等が規定されている。 

今般、管理業務主任者の個人情報保護が必要であることから、規則について所要の改正

を行う。 

 

２．概要 

 （１）管理業務主任者証の記載事項の変更について 

    規則第７４条第１項に定める管理業務主任者証の記載事項から「管理業務主任者の

住所」を削除する。 

 

 （２）管理業務主任者証の様式の変更について 

２.（１）のとおり管理業務主任者証の記載事項から住所を削除することから、管理

業務主任者証の様式を定める規則別記様式第２２号から「住所」を削除する。 

 

 （３）経過措置 

    この省令の施行の際に現に交付されている管理業務主任者証は、その有効期間内に

おいては、この省令による改正後の規則による管理業務主任者証とみなす。 

 

 

 

 



３．今後のスケジュール 

  公布 平成２７年３月２７日 

  施行 平成２７年４月 １日 

＜お問い合わせ先＞ 

国土交通省 土地･建設産業局 不動産業課 不動産業指導室 

担当 深澤、入江 

TEL:03-5253-8111（内線：25117、25155） 

FAX:03-5253-1557 

                 


